
鳥取市屋外広告物条例の改正(案)について 

 
平成２９年２月 

都市環境課 景観緑化係  

 

 

◆ 鳥取市の屋外広告物制度の経過                     
 ＊平成１０年度     県より屋外広告物の申請許可事務の権限移譲を受け、

県条例に基づき申請許可等の事務手続きを始める。 
 ＊平成１８年６月  国の景観法の施行（平成１６年）により、本市が 

景観行政団体となる。（景観計画、屋外広告物条例の 
制定が可能となる） 

 ＊平成２０年３月  鳥取市景観計画を策定、景観の届出を開始する。 
 ＊平成２４年１０月 鳥取市屋外広告物条例 施行 （業者登録 以外） 
 ＊平成３０年４月  中核市移行に合わせ屋外広告物条例改正予定 

 
◆ 条例改正のポイント 
 １、中核市移行に伴う屋外広告業者登録制度の追加 
  ・鳥取市域で屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録が必要となる。 
   （鳥取県登録を受けた者に対する特例を設ける。） 
  ・登録業者に必要となる資格者講習会の実施について。 

 
 ２、業者登録制度以外の改正  

・今回の改正は平成２４年度の市条例の策定後、近年の社会情勢の変化に

対応し、鳥取市の現状に則した基準の見直しを行うもの。  

  
◆ 条例改正に向けて 

  ・平成２５年１０月２２日 鳥取県広告美術業協同組合 東部支部会員 
               との意見交換会開催  条例改正に向けての

問題点等の聞取り 
  ・平成２８年１０月１７日 鳥取県と過去９回にわたり登録事務について

の協議を行い、特例登録、講習会の実施につ

いて合意する。 
  ・平成２９年１月     市長報告他、内部協議完了 
  ・平成２９年２月     景観審議会において改正案説明 
  ・平成２９年３月（予定） 鳥取県屋外広告業登録業者 ３２０業者に対 

して条例改正説明会の実施 

【資料２－①】



◆ 追加改正する条例の内容 

 
 

１. 中核市移行に伴う屋外広告業者登録制度の追加 

 
・現在は、県内で屋外広告業を営むためには、知事の登録を受けなければ 
ならない制度となっている。 
（良好な景観形成と公衆に対する危害防止のため、登録にあたり資格要件を

設け、必要に応じて指導助言及び勧告を行うことができる制度。） 
 現在、鳥取県への登録業者は約３２０業者 登録有効期間は５年 

 
・中核市移行に伴い、本制度が鳥取県から事務移譲されることとなり、鳥取

市域内で広告業を営む業者は、新たに市に対して登録が必要となるもの。 

                        
                    
◇ 鳥取県の登録を受けた者に対する特例登録制度の適用 

 
・中核市移行に伴い鳥取市に対しても登録が必要となるが、屋外広告業者は

鳥取市域だけでなく、他の近隣市町村も含めて広い範囲で営業を行う業者が

ほとんどである。このことを踏まえ、市の登録事務の効率化、業者の手続的・

経済的な負担の軽減のため、県に登録された業者については、市長に対して

登録の代わりに届出で済む制度を設ける。 

 
・鳥取市だけに単独登録することも可能。 

   
 
◇ 屋外広告物講習会の実施 

 
・屋外広告業の営業所の責任者にふさわしい、屋外広告物に関する知識を修得

させるもの。 

 

・業者登録時に必要な、業務主任者となる資格の１つ。 

 
・毎年１回の開催。 

  
 



２．その他の改正 

 
（１） 屋外広告物の届出が必要な「許可地域」の拡大  

 
【問題点】 
現在市条例では屋外広告物の地域の規制で、①禁止地域（景観上、安全上か

ら広告物の掲出が禁止）②許可地域（市街地：鳥取都市計画区域内の用途地域、

主要道路の沿道等：高速自動車道、国道、主要県道、など無秩序な広告物の掲

出を制限するため、屋外広告物の掲出に許可が必要な地域）③その他地域（禁

止、許可地域以外で、屋外広告物の掲出が原則自由な地域）の３地域に分かれ

ている。 
別紙 ➀－1.2 参照 

その内「その他地域」の中には周辺の開発等により市街化が進み事業所、店

舗等の建設が進んでいる地域があり、（具体的な地域として気高町新町周辺、福

部町総合支所周辺、県道八坂停車場線バードスタジアム周辺他）が該当し許可

不要な広告物が設置されており、年々増加の傾向にある。 
別紙 ②－1～6 参照 

この様な、その他地域については広告物条例の規制が及ばないため、・景観上

（市内全域が景観計画区域に指定）広告物の乱立を規制する、・安全上（申請不

要なため、安全点検が不要）破損、落下等による公衆に対する危害の防止から、

許可地域として、広告物の規制が必要である。   

 
【改正案】 
 現在の「許可地域」の範囲は、都市計画区域のうち都市計画法に規定する用

途地域としているが、この範囲を見直し、都市計画区域内に拡大することによ

り、上記問題の解決並びに今後の市街化拡大に対応できるようにする。  
＊現状の許可地域  
条例第５条第１項第１号 都市計画法第５条第１項の規定により指定された

都市計画区域のうち市長が指定する区域 
 ・平成２４年鳥取市告示第４１４号 ５項 市長が指定する区域は、鳥取都

市計画区域のうち都市計画法に規定する用途地域に該当する区域とする。 

 
＊改正後の許可地域 

市長の指定する区域を鳥取市内のすべての都市計画区域とする。   
（鳥取都市計画区域、福部都市計画区域、気高都市計画区域、青谷都市計画 
 区域、鹿野都市計画区域、八頭中央都市計画区域の６区域内） 

                           別紙 ③参照 



（２） 自家用・野立て広告物の後退規制の見直し。 

 
 自家用広告物とは、店舗や事務所などの建物や敷地内に、自己の店名や商品名などを

表示する広告物。 

自家用以外の広告物は、それ以外のもので、設置する土地や建物に直接関係しない広

告物を表示するもの。 

 

【問題点と現状】 
 許可道路（国道９号線、２９号線、５３号線 他）沿いに独立した広告塔な

ど（野立て広告物）を設置する場合、用途地域が定められている地域や家屋連

担地域でないと、自家用広告物であっても１００ｍ又は２００ｍ後退する必要

があり、店舗、事業所に設置するには非現実的な規則となっている。 
（対象事例 国道９号伏野、２９号古海の調整区域のコンビニ、ガソリンスタ

ンドなどがあり、現状は県内で運用を定め許可している。） 
                             別紙 ④参照 

 
【改正案】 
 自家用野立て広告物については後退規制を見直し（但し広告物間の相互間距

離１００ｍは適用）、自家用以外の広告物と区分する。 

 
＊ほとんどの自治体で自家用と自家用以外で区分している。 

 
 
 
（３）設置完了届の提出。 

 
【問題点と現状】 
 現在屋外広告物の申請については、設置前の許可申請書の提出のみで、設置

完了後、申請通りに設置されているかの状況確認ができない。 

 
【改正案】 
 屋外広告物の設置後、設置完了届出書の提出を義務付ける。 
                             別紙 ⑤参照 

 
＊ 米子市、松江市、の他 ４７中核市中 ２５市が義務付けている。 

 


